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「地域協議会に関する意識調査」結果を受けた取組について 

 

令和 3年 8月 

上越市自治・地域振興課 

 

１ 概要                                        

・第 4期地域協議会委員へ依頼した「地域協議会に関する意識調査」について、回答の傾向

から改善を要すると考えられるもののうち、市及び各地域協議会として比較的速やかに

取り組むことが可能な項目を整理しました。 

・中長期的な検討を要すると考えられるものについては、回答の内容から課題を整理し、市

において令和 6年の次期委員改選を目途に検討を継続します。 

 

２ 調査結果を受けた取組について                            

各設問の回答について、「具体的にどのような部分、分野に対するものか」の観点から細

分化して整理し、回答の多かった主な項目について、短期的に実施が可能な取組と中長期

的に検討を要するものに分類しました。 

 

 ２－１ 短期的に実施が可能な取組                           

 

（１）市が取り組むこと 

   ア 周知について 

    ア－１ 主な回答 

      ・委員の活動について、仕事や家庭等との両立が難しかった。 

・協議会の会議を優先させてもらえるよう、職場等に理解を求める工夫をした。 

・協議会制度の認知度を上げる努力をもっとしてほしい。 

・自主的審議における地域課題の解決には、地域団体の協力が不可欠 

    ア－２ 市の今後の取組 

・委員の求めに応じ、委員の勤務先等に委員活動への理解と協力依頼の文書を 

発出するなど、委員の勤務先等から理解や配慮をいただける環境づくりを行 

います。 

・各地域協議会だよりによる周知を継続するほか、委員改選時に実施する市広報 

の特集記事の掲載に限らず、市ホームページやＳＮＳの活用、活動報告会の毎 

年開催など、自主的審議等協議会の活動や成果等を市民へ広く周知する方法 

を検討します。 

 

 

 

 

 

 

【資料№1】 

 
（地域協議会） 
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    イ 情報共有について 

     イ－１ 主な回答 

       ・他地区の地域課題をもっと情報提供してほしい。 

       ・議論を進めるにあたっては、他協議会の事例等を交えたらよいと思う。 

     イ－２ 市の今後の取組 

       ・空き家対策の審議から「（仮称）安心ノート」の取組につながった（清里区） 

など、自主的審議から課題解決の取組につながった事例を、議論の参考と 

して地域協議会へ情報提供します。 

・各地域協議会における議論の内容、答申を受けての市の対応及び各事務局で 

把握した情報等を事務局間で情報共有し、自らの区で参考になりそうな事 

案があれば、地域協議会へ積極的に情報提供します。[下線部は市議会提案を 

反映] 

・各事務局が可能な範囲で区内の地域団体等の活動計画を情報収集し、地域協 

議会へ情報提供します。 

 

    ウ 元気事業について 

     ウ－１ 主な回答 

       ・元気事業について、取り組み方の基本的なイメージや方法等が委員の多くで 

共有できなかった。 

・議論を進める上で、元気事業の活用を想定していなかった。 

     ウ－２ 市の今後の取組 

       ・「地域を元気にするために必要な提案事業」の目的の理解や認知度を高める 

ため、当事業を活用した事例を地域協議会へ周知します。 

・地域協議会での議論の状況を踏まえ、事務局が当事業の活用の検討を提案 

します。 

 

 

（２）各地域協議会において取組の検討をお願いしたいこと 

   ア 意見交換について 

    ア－１ 主な回答 

・協議会が地域課題の解消に向けて取り組むためには、地域の団体等との意見 

交換や情報共有が必要 

      ・課題に気付き、自分たちで解決していかなければならないという思いを住民 

と協議会委員の両方が共有しながら議論を進めることが必要 

      ・日頃から協議会と諸団体の間の風通しをよくしておくことが必要 

    ア－２ 各地域協議会における今後の取組（案） 

      地域課題の把握・解消に向けた、住民組織、福祉・スポーツ団体、町内会、地域 

住民、他の地域協議会等との話合いの一層の活性化 [下線部は市議会提案を反映] 
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   イ 会議運営について 

    イ－１ 主な回答 

      ・会議の開催日時が不定期で、予定が立てにくかった。 

・月 1回の会議だけでは取り組むテーマの解消ができない。 

・毎回 1 時間程度の協議時間が設定されているが、議論の内容を深めるゆとり 

がなく時間切れになる。 

・学習会や先進的地域への研修視察を重視すること。 

・委員の責務として、全ての議題に対して各委員から必ず発言していただくよ 

うな会議運営にしてほしい。 

・協議会に参加してもなかなか発言できなかった。 

    イ－２ 各地域協議会における今後の取組（案） 

・委員が会議に参加しやすくなるような、開催日時や回数の柔軟な設定 

・必要に応じて日を改めて協議を行うなど、議論が深まるような運用 

・自主的審議事項等の議論がより一層深まるよう、議論に必要な情報を得るため 

の視察や研修の積極的な実施 

・会議の進行を担う会長が全ての委員へ発言を求めるなど、多くの委員に発言の 

機会を設けるような配慮 

・分科会やグループワーク等、小規模な話合いの場を適宜設けるなど、委員が発 

言しやすい雰囲気づくり 

 

   ウ 情報発信について 

    ウ－１ 主な回答 

      ・地域住民等から協議会の活動に関心を持ってもらうために「地域協議会だよ 

り」を工夫し委員の声などを載せ、より親しみのある内容にしていく。 

      ・各地域の取り組み等を定期的に「地域協議会だより」として回覧板でも良い 

ので多数発行し、活動内容を理解してもらう。 

    ウ－２ 各地域協議会における今後の取組（案） 

      協議会の活動に市民から関心を寄せていただけるように、地域協議会だよりに 

委員の声や自主的審議の進捗状況等を掲載するなどの工夫 

 

 

 ２－２ 市において中長期的に検討を要するもの（主な意見）               

① 委員資格について 

「職場が区内にある人も委員の対象とする」といった委員資格に関するもの 

  ② 委員の公募公選について 

   「立候補者や若い人達の応募が少ない」といった公募公選に関するもの 

③ 委員の追加・補充選任について 

「定員合わせは不要」、「やる気のある人だけで進めるべき」といった委員の追加、補充

選任に関するもの 
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④ 議論の深化・活発化について 

「地域団体との意見交換の枠を超えるオブザーバー制度の導入」といった議論の深化や

活性化に関するもの 

⑤ 報酬の要否について 

「自主参加とはいえ、拘束時間に対する補償が少ない」、「委員になりたくない理由の一

つとして費用弁償だけでは少なすぎる」といった報酬に関するもの 

 

上記のほか、「地域活動支援事業」に関して、「地域活動支援事業は根本的な見直しの時期」、

「同じ団体だけが毎年申請する状況が続く点の改善」、「補助対象事業の統一」、「地域協議会

提案枠の創設」などの意見があったことを踏まえ、地域活動支援事業の在り方や運営に関す

ることについて検討していきます。 

また、「地域を元気にするために必要な提案事業」の制度に関して、「面倒」、「使いにくい

仕組み」といった意見があったことを踏まえ、地域を元気にするために必要な提案事業の制

度の仕組みや活用のしやすさについて検討していきます。[下線部は市議会提案を反映] 

 

➢地域協議会の制度自体の在り方に係るこれらの意見に対しては、市議会総務常任委員会 

で予定される提言等を踏まえながら、引き続き市で検討を進めていくこととします。 

 

３ 今後の予定                                     

令和3年度 8月～ ・地域協議会に短期的に実施が可能な取組案を示し、各地域協議会で

協議 

  ・すぐに取り組めるものから実施するとともに、各地域協議会におい

て取組を検討いただく。 

  ・市で調査結果の分析と中長期的に検討を要する項目の検討を継続 

令和4年度  ※市議会総務常任委員会からの提言（予定） 

 4月～ ・市議会からの提言を受けて検討継続 

 年度末 ・市としての地域協議会の見直し案の確定 

 

４ 研修について                                      

地域協議会の役割などの研修等が必要と判断される場合は、事務局（総合事務所、まちづく

りセンター）との協議をお願いします。 

また、委員個人として確認や相談を希望される場合は、事務局へお声がけください。 



【資料№1-2】 
 

「地域協議会に関する意識調査」結果を受けた取組について（各地域協議会において取組を検討する項目） 
 
                                 

項目 主な回答 保倉区の現状 
今後の取組 

市が例示した取組案 保倉区としての取組（案） 

ア 

意
見
交
換
に
つ
い
て 

 
・協議会が地域課題の解消に向けて取り組

むためには、地域の団体等との意見交換や

情報共有が必要 

・課題に気付き、自分たちで解決していかな

ければならないという思いを住民と協議

会委員の両方が共有しながら議論を進め

ることが必要 

・日頃から協議会と諸団体の間の風通しを

よくしておくことが必要 

 
〇意見交換会 

【前期での実績（平成 28年度～令和元年度）】 

・保倉地区町内会長連絡協議会との意見交換会（平成 28年度） 

 対象：保倉地区町内会長連絡協議会 

・「地域の安全・安心」についての意見交換会（平成 30年度） 

対象：保倉地区振興協議会 

【今期の実績（令和 2年度～）】 

・なし 

 ※会長・副会長が保倉地区町内会長連絡協議会と意見交換 

（令和 3年度） 

 
・地域課題の把握・解消に向けた、住民組

織、福祉・スポーツ団体、町内会、地域

住民、他の地域協議会等との話合いの一

層の活性化 

・町内会長や活動団体と意見や情報を共

有するため、全体会議や役員同士の会

議などを定例的に開催する。 

イ 

会
議
の
運
営
に
つ
い
て 

 
・会議の開催日時が不定期で、予定が立てに

くかった。 

・月 1 回の会議だけでは取り組むテーマの

解消ができない。 

・毎回 1 時間程度の協議時間が設定されて

いるが、議論の内容を深めるゆとりがなく

時間切れになる。 

・学習会や先進的地域への研修視察を重視

すること。 

・委員の責務として、全ての議題に対して各

委員から必ず発言していただくような会

議運営にしてほしい。 

・協議会に参加してもなかなか発言できな

かった。 

 
〇会議の開催日時など 

・開催日…会長と候補日を選定し、決定 

・開催時間…午後 6時 00分からとする。 

      協議時間は議題により異なるが、おおむね 1時間程度 

〇学習会や先進地域への研修視察 

【前期での実績（平成 28年度～令和元年度）】 

・上越市の各種計画における保倉区の立ち位置について（研修会） 

                      （平成 28年度） 

・地域活動支援事業の現地を視察（平成 29年度） 

・新クリーンセンターを視察（平成 29年度） 

【今期の実績（令和 2年度～）】 

・なし 

〇委員の発言状況 

発言回数に差はあるが、おおむね全委員が発言されている。 

 
・委員が会議に参加しやすくなるような、

開催日時や回数の柔軟な設定 

・必要に応じて日を改めて協議を行うな

ど、議論が深まるような運用 

・自主的審議事項等の議論がより一層深

まるよう、議論に必要な情報を得るため

の視察や研修の積極的な実施 

・会議の進行を担う会長が全ての委員へ

発言を求めるなど、多くの委員に発言の

機会を設けるような配慮 

・分科会やグループワーク等、小規模な話

合いの場を適宜設けるなど、委員が発言

しやすい雰囲気づくり 

・開催日…なるべく多くの委員が出席で

きるよう会議の中で、次回開催日につ

いて協議又は連絡する。 

・学習会等…コロナ禍も鑑みながら、区

内も含め年 1回は視察（現地視察）を

実施する。 

・発言等…テーマ・内容にもよるが、全

員の意見を確認する。 

ウ 

情
報
の
発
信
に
つ
い
て 

 
・地域住民等から協議会の活動に関心を持

ってもらうために「地域協議会だより」を

工夫し委員の声などを載せ、より親しみの

ある内容にしていく。 

・各地域の取り組み等を定期的に「地域協議

会だより」として回覧板でも良いので多数

発行し、活動内容を理解してもらう。 

 
〇地域協議会だよりの編集・発行 

年 3回程度、地域協議会での審議結果等について事務局が編集、

原稿を作成している。全戸配布するとともに、市ＨＰに掲載。 

【令和 2年度の実績（3回発行）】 

・第 36 号：委員紹介、会議開催報告、地域活動支援事業採択結果

追加募集周知 

・第 37号：追加募集採択結果、会議開催報告、 

      地域活動支援事業実績報告、傍聴啓発 

・第 38号：地域活動支援事業募集説明会の周知、 

      地域活動支援事業実績報告 

 
・協議会の活動に市民から関心を寄せて

いただけるように、地域協議会だよりに

委員の声や自主的審議の進捗状況等を

掲載するなどの工夫 

・たより…公民館に掲示する。その他の

施設への掲示も検討・依頼する（郵便

局など）。 

 



                       ※上越市地域協議会委員手引きより抜粋 

参  考  資  料  

 

３ 地域協議会の役割 

 

地域協議会には、地域住民としての観点から地域の課題や地域の活性化などについ

て、話し合い、話し合いの結果を地域に説明したり、話し合った内容を地域団体等と

の連携・調整により取り組んだりするとともに、市長に意見として伝えること等を行

う役割があります。 

また、区内にある集会施設を始めとした公の施設の設置や廃止、管理の在り方など

について、市長から意見を聴かれた事項（諮問）について話し合い、その結論を市長

に返す（答申）役割もあわせて持っています。 

その役割を果たすため、主に「自主的審議」「地域を元気にするために必要な提案

事業」「地域活動支援事業」「諮問・答申」を活用していくことになります。 

（１）自主的審議 

○自主的審議とは 

地域協議会は、地域住民としての観点から地域の課題や地域の活性化などについて

話し合います。このため、自主的な判断で区内の課題等について話し合うこととなり

ます。自主的審議事項として話し合った結果については、その内容に応じて、区内で

活動している団体に協力・連携を求めるほか、市長に意見書を提出し、市政での実現

を求めていくことができます。 

なお、地域協議会は、地域住民の意見を市政に反映するための仕組みであることか

ら、区内に住む住民としての観点からの議論となり、市長に提出される意見書につい

ても、当該区との関わりを基にした内容でなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで自主的審議でどん

な意見が出されたのかな？ 

雪をいかした地域づくりや地区外

からの移住促進に向けた話し合い

などがあったよ。 

小学校や保育園の統合を進めてほ

しいという意見書もあったよ。 

裏 面 あ り 



表 3：地域協議会で話し合われたテーマの例 

テーマ 主な内容 

区の魅力発見・発信について 交流人口の拡大や区内の住民が地域に愛着や誇りを持てるように

するために、区の魅力ある地域資源を発信する方法を検討する。 

地域活動における人員不足に

ついて 

人口減少や高齢化により、各地域において、活動に携わる人員確保

が困難となっているため、今後も地域を守り育むための活動が継続

できるよう方策を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域との意見交換などを通じた地域課題への気付き

地域で活動する団体との意見交換

町内会長との意見交換

地域住民との意見交換

地域協議会委員が把握した情報

地域住民からの情報

市からの情報

委員からの提案

・地域協議会として自主的審議のテーマとして話し合うかどうかを相談

・地域の関係者や市の担当課からの情報収集

・必要に応じた地域との意見交換

・課題の解決策の協議

② 地域協議会での協議

③ 自主的審議の開始

地域を元気にするために

必要な提案事業の活用

地域活動支援事業の活用

地域内での解決に向けた活動

意見書の提出

(例)

地域の中で対応するこ

とが望ましいもの

(例)

地域の中で対応する

ことが望ましいが、

市の補助を活用する

ことが望ましいもの

(例)

地域の中だけでは対

応が難しく、市の関

わりも求める必要が

あるもの

(例)

地域の中だけでは対

応が難しく、市の制

度や事業の創設や変

更などが必要なもの

話し合うこととした場合

図 5：自主的審議の流れ 



【資料№２】 

１ 空き家・空き地対策について 

 

【参 考】他区の状況 

 〇柿崎区地域協議会 

空き家を活用した地域の活性化等を目的とした委員会（柿崎空き家活かそうプロジェ

クト）を立ち上げ、担当課から市の状況や補助制度の説明を受け、市内外の事例を学び、

地域おこし協力隊等と意見交換を行った。 

また、空き家を再生・活用している妙高市の「古民家カフェ矢代」、牧区高尾の「山の

ホムサ」を視察した。 

現在は、補助制度や空き家の利活用について収集した情報を基に、市への提言や柿崎

区に適した空き家の活用法について協議を進めている。 
 

〇清里区地域協議会 

令和元年度から自主的審議事項として「空き家対策」をテーマに据え、町内会に対す

るアンケート調査や区内の空き家の視察などを実施し、地域協議会として何ができるか

を協議してきた。 

個人財産であるため、根本的な対策は難しいが、地域住民が自分の家や土地などを将

来的にどうしたいのか、どうして欲しいのかを考え、その思いを家族などに伝えておく

ことが空き家対策に繋がるのではないかとの考えに至り、自分の現状や大切な思い出を

記録するとともに、財産の処分方法や使い方を記載するエンディングノートとして、『家

族への安心ノート』を作成することになった。  

様式を地域協議会で作成し、年内に区内へ全戸配布する予定である。 

主 な 意 見 

地域協議会で出された意見と現状 

（意見） 

 ○保倉まちづくり振興会とタイアップしながら協議を進めていけば良いのでは  

ないか。 

 ○所有者不明の場合や、所有者が分かっていても対策が進まない場合どうした良い

か。 
 

（現状） 

 〇空き家や管理されていない田んぼについて、放置できないため、町内会役員がボ

ランティアで草刈り等の活動を行っている。 

 〇空き家に害獣が出てきている。 

町内会長連絡協議会と会長・副会長との意見交換で出された意見 
 

 ○どの町内にも空き家はある。管理されていない空き家・空き地を放置できないの 

で町内会で草刈りや除草剤の散布をしている。 

 〇この先も空き家は増えていくであろうが、町内ごとに実情に合わせ対応していく

しかないのではないか。 


